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国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム（
ｅ‐Ｔａ

ｘ
）は
、国
税
に
関
す
る
各
種
手
続（
①
所
得

税
、法
人
税
、消
費
税
、酒
税
お
よ
び
印
紙
税

の
申
告
、②
全
税
目
の
納
税
、③
申
請
・
届
出

等
）が
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。特

に
源
泉
所
得
税
の
毎
月
納
付
や
消
費
税
の

中
間
申
告
・
納
付
な
ど
、利
用
回
数
の
多
い

手
続
に
は
便
利
で
す
。

ｅ‐Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
い
た
だ
く
メ
リ
ッ
ト

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
告

　

�　

自
宅
か
ら
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
し
て
、

ｅ‐Ｔａｘ
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
最
高
５
０
０
０
円
の
税
額
控
除

　

�　

平
成
21
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を

本
人
の
電
子
署
名
お
よ
び
電
子
証
明
書
を

付
し
て
、申
告
期
限
内
にｅ‐Ｔａｘ
で
行
う

と
、所
得
税
額
か
ら
最
高
５
０
０
０
円
の
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
平
成
19
年

分
ま
た
は
20
年
分
の
確
定
申
告
で
本
控
除

を
適
用
さ
れ
た
方
は
、控
除
で
き
ま
せ
ん
）。

・
添
付
書
類
を
提
出
省
略

　

�　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
等

は
、そ
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信
す

る
こ
と
に
よ
り
、こ
れ
ら
の
書
類
の
提
出

ま
た
は
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す（
確
定
申
告
期
限
か
ら
３
年
間
、書

類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
）。

・
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

　

�　

還
付
申
告
の
早
期
処
理
を
し
て
い
ま
す

（
３
週
間
程
度
に
短
縮
）。

・
24
時
間
い
つ
で
も
利
用
可
能

　
�　

所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
中
は
、24
時

間ｅ‐Ｔａｘ
の
利
用
が
可
能
で
す
。

ｅ‐Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
い
た
だ
く
前
に 

～
お
早
め
に
ご
準
備
く
だ
さ
い
～

　
ｅ‐Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に
際
し
て
は
、電
子
証

明
書
の
取
得（
手
数
料
が
必
要
で
す
）、Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購
入
な
ど
の
事
前

準
備
が
必
要
で
す
。電
子
証
明
書
の
取
得
に

つ
い
て
は
、市
役
所
市
民
課（
戸
籍
係
）☎
63

―
５
１
１
２
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

も
っ
と
詳
し
い
情
報
は 

ｅ‐Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

http://w
w

w
.e-tax.nta.go.jp

　

利
用
開
始
の
手
続
、ご
利
用
時
間
、パ
ソ
コ
ン

の
環
境
、ｅ‐Ｔａｘ
ソ
フ
ト
の
操
作
方
法
、よ
く

あ
る
質
問（
Ｑ
＆
Ａ
）な
ど
、ｅ‐Ｔａｘ
に
関
す

る
最
新
の
情
報
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
の
で
、ご
利
用
前
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お�

問
い
合
わ
せ　

佐
渡
税
務
署
総
務
課　

☎
74
―
３
２
７
６（
自
動
音
声
案
内「
２
」

を
選
択
）

◆「
Ｅ
メ
ー
ル
１
１
９
番
通
報
」の
ご
案
内

�

火
災
や
救
急
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
と

き
に
、電
話
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
加
え
Ｅ
メ
ー
ル（
携

帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
機
）で
の
受

付
を
開
始
し
ま
す
。

・
開
始
日　

12
月
１
日
㈫

・�

対
象
者　

市
内
に
居
住
、通
勤
、通
学
し

て
い
る
方
で
、耳
や
言
葉
の
不
自
由
な
方

・�

申
込
み　

専
用
の
申
込
書
を
用
意
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、必
要
事
項
を
記
載
し
、

メ
ー
ル
に
添
付
し
て
送
信
す
る
か
、申
込

書
を
印
刷
し
て
次
の
場
所
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

�

市
消
防
本
部
、各
消
防
署
、各
分
遣
所
・

出
張
所

※�

消
防
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
申
込
書
様
式
と

送
信
先
を
載
せ
て
あ
り
ま
す
。利
用
上
の
注
意

事
項
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ホ�

ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.

city.sado.niigata.jp/fire119/

お�

問
い
合
わ
せ　

市
消
防
本
部
通
信
指
令
室

　

☎
51
―
０
１
１
９　

ＦＡＸ
52
―
５
６
５
１

メ�
ー
ル　

119m
ail@

city.sado.niigata.jp
◆
古
い
消
火
器
に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

　

老
朽
化
消
火
器
の
破
裂
に
よ
る�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
身
事
故
発
生

　

平
成
21
年
９
月
15
日
に
大
阪
市
内
で
、消

火
器
が
破
裂
し
て
小
学
生
の
男
児
が
重
体

と
な
る
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

消
火
器
の
耐
用
年
数
は
設
置
環
境
に
も

よ
り
ま
す
が
、製
造
後
約
８
年
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。消
火
器
は
、高
圧
ガ
ス
に
よ
り
薬

剤
を
放
出
す
る
容
器
で
す
。容
器
が
錆
び
た

り
傷
が
あ
る
と
使
用
の
際
、破
裂
す
る
危
険

が
あ
り
ま
す
の
で
、こ
の
よ
う
な
消
火
器
が

あ
り
ま
し
た
ら
使
用
せ
ず
速
や
か
に
廃
棄

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、消
火
器
は
ゴ
ミ
と
し
て
処
分
で
き

な
い
た
め
販
売
店
、ま
た
は
専
門
業
者（
消

防
設
備
業
者
等
）に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。そ
の
他
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
消

防
署
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

市
消
防
本
部
予
防
課�

☎
51
―
０
１
２
３

中
央
消
防
署�

☎
51
―
０
１
１
９

両
津
消
防
署�

☎
27
―
３
５
５
５

相
川
消
防
署�

☎
74
―
３
１
２
４

南
佐
渡
消
防
署�

☎
88
―
３
１
１
９

※�

消
防
署
で
は
消
火
器
の
販
売
、処
分
等
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

市
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

フタが浸食
している

キズ・ヘコミ
がある

底が浸食して
いる

ｅ-Ｔａｘを始めよう！
～国税電子申告・納税システム

ｅ-Taxとは～


